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第５章 計画の推進 

 

 今後、本県の男女共同参画の一層の促進を図るためには、県による率先した取組を行う

とともに、市町、事業所・団体等が自主的に取り組む男女共同参画の実践活動の推進と、

取組における連携・強化が非常に重要です。 

このため、市町男女共同参画主管課長会議や「山口県男女共同参画推進連携会議」等を

通じて、さらなる連携の強化を図っていくことが必要です。 

 また、県においては「山口県男女共同参画推進本部」を中心に、関係各課・室が一体と

なって男女共同参画に向けた取組を推進していくことが重要です。 

 

１ 推進体制の整備・機能強化 

○男女共同参画に関する重要事項の調査・審議、施策等の建議などを行う「山口県男

女共同参画審議会」を開催し、男女共同参画社会の形成が進むよう、努めます。 

○県における男女共同参画に関する横断組織である「山口県男女共同参画推進本部」

を中心に、関係各課・室との連携の下、男女共同参画関連施策の総合的、効果的な

推進を図ります。 

  ○社会の様々な分野の団体で構成し、女性活躍推進法に基づく協議会でもある「山口

県男女共同参画推進連携会議」や「女性活躍部会」と連携を図るとともに、男女共

同参画社会の推進に向け、幅広い取組を支援・推進していきます。 

 

２ 男女共同参画の計画的な推進 

  ○山口県男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画社会の形成の状況や施策の推

進状況等について、年次報告として県民に広く情報提供を行い、施策の立案と進行

管理を行います。 

  ○男女共同参画に関する県民意識や事業所の雇用管理等に関する調査を実施し、男女

共同参画を取り巻く状況や実態の把握及び情報提供を行います。 

  ○男女共同参画相談センターを拠点として、電話・面接相談や弁護士等による専門相

談を実施するほか、相談窓口職員研修会の開催等により、相談体制の整備・充実に

取り組みます。 

  ○男女共同参画推進月間（１０月）を中心に、ポスター・チラシ等の掲示・配布や講

演会・講座等の開催など多様な広報媒体の活用により、効果的な普及啓発に取り組

みます。 

 

３ 国、市町、事業者、関係団体等との連携強化・協働 

  ○国、市町、事業者、関係団体等と男女共同参画の推進に関する情報共有や意見の交

換を行い、連携して施策を実施します。また、国に対して必要な施策や財政措置の

充実等を働きかけます。 

○市町男女共同参画主管課長会議等、会議、研修会等を開催し、市町に対し、男女共

同参画の推進に向けた必要な情報の提供や、意見の交換を行うとともに、市町の主

体的な取組を支援します。  
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○県民活動団体と協働し、男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発を行うとともに、

（公財）山口きらめき財団と連携し、男女共同参画を推進する団体等の自主的な活

動への支援に取り組みます。 

  ○男女共同参画や女性労働者の活躍推進に積極的に取り組む事業者・団体を認証、登

録する「やまぐち男女共同参画推進事業者認証制度」及び「やまぐち女性の活躍推

進事業者宣言制度」を推進し、その取組内容等をホームページや事例集により幅広

く紹介し、取組を支援します。 

 

４ 拠点機能の強化 

 ○県域における情報の収集・提供や講座・研修、広報・啓発等、様々な取組を推進す

るため、男女共同参画センターを設置し、各関係機関・団体との連携強化を図りま

す。 

〇各市町や民間団体によるネットワークの形成を積極的に支援します。 

 


